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令和 2 年 6 月２６日 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 第 1７報 

 

 

学生・教職員・関係者の皆様へ 

 

宮城教育大学学⾧  村 松  隆 

 

政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（以下、「専門家会議」という。）によれば、同感

染症は、半年、１年を超えて対応を続けなければならないものと見解が示され、⾧期化が予想されま

す。このような状況下において、今後新学期を向かえるにあたり、皆様の、そして皆様の周りの方々

の大学生活を守るために、当分の間、必要とされる対応を以下のとおりします。 

なお、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための宮城教育大学の活動制限指針」を策定し、現在レ

ベル３の対応をとっております。全国的な緊急事態宣言解除により、6 月 29 日からレベル 2 の対応

に移行を予定しております。したがって、6 月 28 日まではレベル 3 の対応を維持しながら、6 月 29

日からのレベル 2 の対応に向けて準備を進めます。 

 

 １．感染拡大防止のため、各自が心がけること 

 

 

 

 

 

 

   ・自分の体調に気をつけ、自分自身で健康管理をする。 

・咳エチケット、石鹸・アルコール消毒液などによる手洗い、外出時のマスク着用を励行する。 

●発熱等の風邪症状がある場合、登校せず、自宅等で静養する。 

●以下の症状がある場合は、宮城県・仙台市コールセンター（022-211-3883 または 022- 

211-2882）に連絡し、その指示に従って医療機関を受診する。また、大学の担当窓口に報

告する。 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場    

合 

・重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

 （※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透   

析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合、症状が４日以上続く  

場合は必ずご相談ください。 

症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 

解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。 

 

大学の担当窓口： 

（学生）連絡先：学生課学生企画係 gakusei@adm.miyakyo-u.ac.jp 

（職員）連絡先：経営企画課総務係 shomu@adm.miyakyo-u.ac.jp  

http://www.miyakyo-u.ac.jp/news/student/post-831.html
mailto:gakusei@adm.miyakyo-u.ac.jp
mailto:shomu@adm.miyakyo-u.ac.jp
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   ・屋内等の閉鎖的空間で、他人との距離が十分に確保できない環境での活動は避けるようにする。 

   ・正しい情報に基づき、適切な判断をする。 

 

２．クラスター（集団）発生の抑制 

  専門家会議によれば、これまで感染が確認された場の共通点として、以下 3 つの条件がそろう場

でより多くの人が感染しています。すべての条件が重ならないまでも 1 つないし 2 つの条件があれ

ば、何かのきっかけに３つの条件が揃うことがあるため、これら条件が揃う場所や場面を予測し、避

けるため対策を講じることが重要となります。 

条件 対策 

密閉空間であり換気が悪い 十分な換気を実施（可能であれば 2 方向のドア・窓を開放） 

手の届く距離に多くの人が密集 参加者の制限、一定の距離を空ける、時短・簡素化・分散実施 

近距離での会話や発声がある マスクの着用、発話者との一定距離の確保 

 

 

（授業開始後の対応） 

・大学構内への学生の入構は当面の間、原則として禁止とします。 

・学生への情報はポータルサイトを通じて発信しますので、こまめに確認してください。 

・前期の授業は原則として全て遠隔で実施します。ただし、6 月 29 日より、実技、実験、 

実習の一部で対面授業を実施します。履修手続きや修学上の相談、奨学金などについて 

は、教務課・学生課の担当係まで問い合わせてください。 

 

（諸活動等） 

（行事・イベント） 

・サークル活動等の課外活動（学内外問わず）については、別途、HP 等で通知します。 

 それまでの間は、禁止とします。 

 

・「３密」となるアルバイトには、引き続き従事しないでください。 

   ※「３密」とは①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集してい

る）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）という３つの

条件をいう。 

 

（国内外における移動） 

・不要不急の出張、私事旅行、帰省等は、控えてください。（国内外共通） 

１）国内について 

 感染症が拡大している地域への移動は、必要性を十分に熟考して是非を判断してください。 

 

 

 

 

 

https://kportal.miyakyo-u.ac.jp/campusweb/top.do
https://www.miyakyo-u.ac.jp/news/student/post-852.html
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２）海外渡航について 

外務省感染症危険情報 本学の対応 

レベル 3（渡航中止勧告） 渡航不可とします 

レベル 2（不要不急の渡航は止めてください） 原則として渡航不可とします 

レベル 1（十分注意してください） 不要不急の渡航を自粛願います 

最新情報は、外務省安全ホームページで確認してください。 

 

なお、やむを得ず海外渡航する場合は、以下について留意してください。 

   ・渡航先の感染症情報及び日本人に対する入国規制内容を確認する。 

   ・外務省渡航登録サービス（たびレジ）に登録し、外務省から諸々の協力依頼があった時は 

迅速に対応する。 

・定期的に家族と職場と連絡を取る。 

     ・日本からの渡航者に対する入国制限措置及び入国・入域後の行動制限を行う国・地域を

確認する。 

     ・一部の国・地域からの日本への入国（日本人含む）する際の検疫が強化されており、検疫

所⾧が指定する場所（自宅等）において１４日間の待機が必要となります。最新情報は、

厚生労働省検疫所ホームページで確認してください。 

 

 

３．学内で感染者が判明した場合について（２０２０．６．２４改訂 NEW） 

別に定める「本学において感染者等が確認された場合の対応について」のとおりとする。 

 

 

 

以上 

https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html
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令和 2 年 3 月 19 日 

令和 2 年 6 月 24 日改訂 

 

本学において感染者等が確認された場合の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症対策室 

 

大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン (文科省 2020.６.５)及び学校における

新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル  〜「学校の新しい生活様式」〜 (文科省 

2020.5.22)に基づき、本学が令和2年3月19日付けで公表した「本学において感染者等が確認された場合の

対応について」を改訂した。改訂前には、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議による感染拡

大を抑える戦略として「クラスター（集団）の早期発見・早期対応」を重視した。しかし、今回の改訂に当

たっては、大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインによる「社会全体としての長

期的な対応が必要となることが見込まれることために、大学は、その目的及び社会的な使命を果たすため、

学内における感染及びその拡大のリスクを可能な限り提言した上で、持続的に教育研究活動に取り組む必

要がある。」との立場から次の３点を基本的な考え方とした。 

①感染拡大の防止と学修機会の確保 

②学生の立場に立った配慮、情報提供及び支援 

③教職員の業務の在り方と体制の確保 

以上を踏まえて、改訂前には大学及び附属学校において「2人以上」の感染者が確認された場合には、全

学または全校を臨時休校としていたが、改訂後は「感染の事実や感染者の人数のみを根拠とするのではな

く、学校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について、個別の事情を見ながら」判

断することとした。本学において感染者等が確認された場合の対応については、以下の通りとする。 

 

１．感染が確認された教職員又は学生・児童生徒等 

１）当該学生・児童生徒等に対し、治癒するまでの間、学校保健安全法第 19 条の出席停止措置をとる。 

２）当該教職員に対し、治癒するまでの間、特別休暇の取扱いとする。 

３）治癒後、当該教職員又は学生・児童生徒等は、治癒したことを証明する医師の診断書等を保健管

理センター長（附属 4 校園は学校医）に提出し、その許可に基づき出勤又は通学を再開する。 

４）当該教職員又は学生・児童生徒等に対し、地方自治体が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定

等のため協力を求める。 

 

２．濃厚接触者に特定された教職員又は児童生徒等 

  １）当該学生・児童生徒等に対し、学校保健安全法第 19 条の出席停止措置をとる。 

  ２）当該教職員に対し、特別休暇の取扱いとする。 

  ３）上記１）２）の期間は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して 14 日間とする。 

 

３．臨時休校措置基準 

  １）大学 

（1）大学内での感染が判明または大学内での感染の可能性が高い場合 

① 学生又は教職員の大学内での感染が判明した場合には、都道府県等の衛生主管部局に対して

当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡

大の状況、感染経路を確認する。 
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② これらの点を総合的に考慮し、感染者の受講している授業の休講、職員の職務室の閉鎖及び

学校保健安全法（昭和33 年法律第56 号）第20 条に基づく臨時休業の必要性について、都道

府県等の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間を判断する。 

② 休講、職務室の閉鎖及び臨時休校期間は、感染者が確認された日から起算して14日間とする。

休講期間中、新たな感染者が確認された場合、最後に感染者が確認された日から起算する。 

（2）感染経路が判明し、大学外で感染したことが明らかな場合 

① 感染経路が判明し、大学外で感染したことが明らかであって、他の学生や教職員に感染を広

めている可能性が低い場合には、授業の休講や大学の臨時休業は実施しない。 

（3）緊急事態宣言下等での地域一斉休業の要請があった場合 

① 大学施設の使用制限等の要請があった場合には、その内容に応じて学生が通学しない形で行

われる遠隔授業等の活用や、学校保健安全法第20 条に基づく臨時休業を行う。 

 

２）附属学校園 

（1）学校で感染者が発生した場合 

① 児童生徒等や教職員の感染が確認された場合、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの

間、学校の全部または一部の臨時休業を実施する。 

② 校長は、感染した児童生徒等や、保健所の調査により濃厚接触者に該当すると判断された児

童生徒等について、学校保健安全法第 19 条に基づく出席停止の措置をとる。 

③ 感染者や濃厚接触者が教職員である場合は、病気休暇等の取得、在宅勤務や職務専念義務の

免除等により出勤させない扱いとする。 

④ 保健所の調査や学校医の助言等により、感染者の学校内での活動の状況や地域の感染拡大の

状況を踏まえ、学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合には、学校保健

安全法第 20 条に基づく学校の全部または一部の臨時休業を行う。 

⑤ 学校内の感染拡大の可能性が高い範囲に応じて、学級単位、学年単位又は学校全体の臨時休

業とする。 

⑥ 学級閉鎖及び臨時休校（園）期間は、感染者が確認された日から起算して14日間とする。学

級閉鎖期間中、新たな感染者が確認された場合、最後に感染者が確認された日から起算する。 

（2）学校外での感染が明らかな場合 

① 感染経路が判明し学校外での感染が明らかであっても、学校内での濃厚接触者が特定される

場合あるいは不特定多数との接触があった場合には学校内で感染を広めている可能性があり、

上記 「(1) 学校で感染者が発生した場合」と同様の対応とする。 

② 感染経路が全て判明し、学校関係者とは接点が少ない場合には、学校の臨時休業の必要はな

い。 

   （3）緊急事態宣言下等での地域一斉休業の要請があった場合 

① 学校園施設の使用制限等の要請があった場合には、その内容に応じて幼児・児童・生徒が通

学しない形で行われる遠隔授業等の活用や、学校保健安全法第20 条に基づく臨時休業を行う。 

 

４．学級閉鎖、休講、臨時休校時の配慮事項 

１）学修機会の確保 

(1)遠隔授業の実施 

① 臨時休業を行う場合であっても、すべての業務を一律に休業とするのではなく、遠隔授業の

活用や課題研究に関する出題等を通じて、感染拡大の防止と学修機会の確保の両立に努める。 

(2) 補修授業や補講等について 
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① 児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じること

のないよう、可能な限り、補充のための授業や家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じ

る。 

② 児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し、その進級、

進学等に不利益が生じないよう配慮する。 

③ 大学においては、単位認定、卒業及び課程の修了の認定又は学位の授与等に関し、補講・追

試の実施やレポートの活用による学修評価等を通じて弾力的に対処する。 

2）多人数が出席する行事や集会の中止又は延期 

学校園内で 1 人の感染が確認された場合、学級閉鎖及び休講期間中に予定される多人数が出席

する行事は中止又は延期する。また、その他行事についても、感染の広がりや会場の状況等を踏

まえ、開催の必要性を検討する。 

   例）入学式、学位記授与式、卒業（園）式、運動会、合唱会、全校集会、オリエンテーション、

公開講座など 

  3）学級閉鎖又は臨時休校中における学生、児童生徒等の外出等について 

（1）自宅においても咳エチケットや手洗い等、感染防止対策を行い、健康状態の確認（検温等）を

行うよう指導する。 

（2）不要不急の外出は避けること。規模の大小に関わらず、風通しの悪い空間で人と人が至近距離

で会話する場所やイベントに参加しないこと、学生にはアルバイト等もできるだけ控えるよう

指導する。 

（3）軽い風邪症状（のどの痛みだけ、咳だけ、発熱だけなど）でも外出を控えるよう指導する。 

（4）自宅で過ごす児童生徒及びその保護者と連絡を密にし、新型コロナウイルス感染症に起因する

いじめ、偏見、ストレス等の問題に関し、相談窓口（「24 時間子供 SOS ダイヤル」等）を適宜

周知するとともに、児童生徒の相談に応じ、養護教諭やスクールカウンセラー等による支援な

ど、必要な支援を行い、児童生徒の心のケア等に配慮する。 

 

５．その他 

１）所管保健所と連携を図り、以下の対応を行う 

   （1）疫学調査の結果、必要な人への健康観察の実施等 

   （2）感染者の導線の消毒実施 

  ２）当分の間、その旨を文部科学省（高等教育局 国立大学法人支援課 法規係）に報告する。（事務連

絡 令和 2 年 3 月 2 日） 

 

参考：用語の定義 

  国立感染症研究所 感染症疫学センター 

  新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 2020.4.20 版 

『濃厚接触者』…「患者（確定例）」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

・患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者 

・適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者 

・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

・その他： 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、

「患者（確定 例）」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患

者の感染性を総合的 に判断する）。 

 


